
　
令
和
８
年
４
月
か
ら
進
学・
進
級
す
る

人
で
、大
崎
市
奨
学
資
金
の
貸
与
を
希
望

す
る
予
約
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す
。

■
貸
与
月
額

高
校
生　
１
万
５
千
円

大
学
生・短
期
大
学
生・専
門
学
校
生
な
ど　

３
万
円
ま
た
は
５
万
円（
選
択
制
）

■
貸
与
期
間

　
正
規
の
修
学
年
限
が
満
了
す
る
月
ま
で

■
貸
与
方
法

　
年
２
回
、奨
学
生
名
義
の
口
座
に
振
り

込
み

■
対
象

　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

❶
保
護
者
が
市
民
で
あ
る
こ
と

❷
経
済
的
理
由
で
就
学
困
難
な
人

❸�

第
１
学
年
か
ら
応
募
時
点
ま
で
の
５
段

階
評
定
の
平
均
値
が
３・０
以
上
の
人

※�

３・
０
未
満
の
場
合
は
学
校
長
の
所
見

が
必
要
で
す
。

❹�

２
人
の
連
帯
保
証
人
が
い
る
人（
１
人

は
保
護
者
、も
う
１
人
は
生
計
を
別
に

す
る
返
済
資
力
の
あ
る
人
）

■
償
還
方
法

　
卒
業
し
た
翌
年
か
ら
７
年
以
内（
５
万

円
を
選
択
し
た
人
は
10
年
以
内
）に
年
賦
、

半
年
賦
、月
賦
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
全

額
償
還（
無
利
子
）

■
申
請
書
の
配
布

　
学
校
教
育
課（
市
役
所
本
庁
舎
３
階
南

側
）各
基
幹
公
民
館
、市
内
の
中
学
校・
義

務
教
育
学
校
、お
よ
び
大
崎
管
内・
登
米

市・栗
原
市
の
各
高
等
学
校
で
配
布

※�

高
校
在
学
中
に
貸
与
を
受
け
て
い
る
人

が
、大
学
や
専
門
学
校
へ
進
学
し
、引
き

続
き
貸
与
を
希
望
す
る
場
合
は
、期
間

内
に
再
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
人
員

高
校
生　
10
人
程
度

大
学
生・短
期
大
学
生・専
門
学
校
生
な
ど　

20
人
程
度

■
募
集
期
間

　
11
月
４
日
㈫
～
12
月
12
日
㈮

■
奨
学
生
の
決
定

　
令
和
８
年
２
月
に
審
査・選
考
し
、内
定

者
が
令
和
８
年
４
月
中
に
誓
約
書
と
在
学

証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
で
正
式
に
決
定

※�

選
考
結
果
は
、全
応
募
者
へ
通
知
し
ま

す
。

　
市
民
や
市
内
の
小
規
模
事
業
者
が
行
う

再
エ
ネ・
省
エ
ネ
設
備
の
導
入
を
支
援
し

ま
す
。詳
し
く
は
、市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
確

認
す
る
か
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

大
崎
市
エ
コ
生
活
支
援
事
業
補
助
金

第
２
期

❶
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
事
業

補
助
金
額　
１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
当
た
り
１
万

円（
上
限
額
５
万
円
）

❷
定
置
用
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
導
入

促
進
事
業

補
助
金
額　
10
万
円

❸
Ｖ
２
Ｈ
充
放
電
設
備
設
置
事
業

補
助
金
額　
５
万
円

❹
家
庭
用
高
効
率
給
湯
器
設
置
事
業

補
助
金
額　
１
万
５
千
円

共
通
事
項

■
対
象
者

▼�

市
民・市
内
の
小
規
模
事
業
者（
転
入
予

定
者
を
含
む
）

■
補
助
金
額

▼�
購
入
先
お
よ
び
設
置
請
負
者
が
市
内
事

業
者
の
場
合
は
、５
千
円
を
加
算
し
て

助
成

▼�

❶
～
❹
の
各
事
業
を
組
み
合
わ
せ
て
申

請
す
る
場
合
の
上
限
額
は
23
万
５
千
円

■
申
込
要
件

▼
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

▼�

申
請
者
が
住
居（
店
舗
ま
た
は
事
務
所

な
ど
と
兼
用
し
て
い
る
住
居
を
含
む
）

と
し
て
使
用
、ま
た
は
使
用
予
定
の
建

物
に
設
置
す
る
こ
と

▼�

購
入・設
置
の
契
約
日（
契
約
を
交
わ
さ

な
い
場
合
は
見
積
書
）が
令
和
６
年
６

月
１
日
以
降
で
あ
る
こ
と

▼�

令
和
７
年
９
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
㈰

ま
で
に
設
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と

▼�

過
去
に
エ
コ
生
活
支
援
事
業
補
助
金
ま

た
は
エ
コ
改
善
推
進
事
業
補
助
金
と
同

一
区
分
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
こ
と

※�

令
和
７
年
６
月
１
日
か
ら
８
月
31
日
ま

で
に
設
置
が
完
了
し
て
い
る
人
を
対
象

に
、大
崎
市
エ
コ
生
活
支
援
事
業
補
助

金
第
１
期
の
追
加
募
集
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

■
受
付
期
間

　
12
月
１
日
㈪
～
19
日
㈮（
予
算
の
総
額

に
達
し
た
と
き
は
抽
選
）

■
申
込
先

　
環
境
保
全
課（
市
役
所
本
庁
舎
３
階
北

側
）

個
人
や
小
規
模
事
業
者
の
エ
コ
活
動
を
支
援
し
ま
す

問 

環
境
保
全
課
環
境
保
全
担
当　
☎
㉓
６
０
７
４

令
和
8
年
度
か
ら
の
予
約
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す 

問 

学
校
教
育
課
学
校
総
務
担
当　
☎
㉓
２
２
１
２

■犯罪被害者等支援広報啓発強化期間（11月1日㈯～12月1日㈪）
　犯罪被害者の支援のためのポータルサイトなど、詳しくはウェ
ブサイトを確認してください。
■令和7年秋季全国火災予防運動（11月9日㈰～15日㈯）
　火災予防意識の普及・啓発を図ります。

今月の取り組み

マイナンバーカードの出張申
請受け付けを行います

日時　12月14日㈰　9時30分～12
時30分
場所　図書館（来楽里ホール）多目的
ホール
対象　初めての申請で、交付までの間
に転出の予定がない市民
定員　先着30人（予約制）
持ち物　通知カード、本人確認書類
2点（運転免許証・パスポート・資格確
認書・医療受給者証・介護保険証（顔写
真付きの本人確認書類がない場合は、
後日回答書の提出が必要））、住民基本
台帳カード（ある場合）
※�15歳未満の人は、親権者の同行およ
び親権者の本人確認書類が必要です。

申込　11月4日㈫から28日㈮まで市
公式LINEの予約フォームまたは市ウェ
ブサイトで申し込み
問 市民課住民異動担当

☎23-6079

令和8年版「みやぎ手帳」の販
売

　月間予定表や日記、県・県内各市町
村の情報など、生活に役立つ資料が
満載の一冊です。
販売開始日　11月10日㈪
販売場所　総務課（市役所本庁舎4
階）、各総合支所地域振興課
料金　1冊700円（税込み）
※売れ切れ次第、販売を終了します。
問 総務課統計担当　☎23-5195

各総合支所地域振興課

図書館（来楽里ホール）休館の
お知らせ
蔵書点検作業などのため、休館と
なります。返却の際は、図書館東側の
返却ポストを利用してください。
期間　11月12日㈬～20日㈭
※�11月14日㈮・17日㈪は、設備点検
のため、全館休館となります。

問 図書館（来楽里ホール）図書担当
☎22-0002

Jアラートの全国一斉情報伝
達試験を実施します

　全国瞬時警報システム（Jアラート）
を用いた情報伝達試験を行います。
※避難行動をとる必要はありません。
日時　11月12日㈬　11時
伝達手段　市内の防災行政無線（屋
外拡声子局・戸別受信機）で、国から
配信される内容を試験放送
放送内容　チャイムが鳴り、「これは
Jアラートのテストです」と3回放送
問 防災安全課危機防災担当

☎23-5144

11・12月は「宮城一斉滞納整
理強化月間」です

　県税・市町村税の徴収対策を強化し
ます。税金は納期限までに必ず納めま
しょう。
徴収対策　文書催告、勤務先・取引先
などへの財産調査、自宅などの捜索、預
貯金・給与・不動産などの差し押さえ
問 県北部県税事務所　☎91-0706

納税課滞納整理担当　☎23-5148

大崎市新指定文化財および指
定名称変更と追加指定

　詳しくは、市ウェブサイトを確認
してください。
■新指定文化財（天然記念物）
名称　「旧品井沼周辺ため池群のゼ
ニタナゴ生息地」（鹿島台地域）
■名称変更と追加指定した文化財
名称　「旧品井沼周辺ため池群のシナ
イモツゴ生息地」（旧「シナイモツゴ」）
追加内容　生息地6カ所の追加（現7
カ所）
問 文化財課調査担当

☎23-2214

農林業災害対策資金を活用し
てください

　実質無利子の資金制度を活用して
ください。
対象　「原油価格・農業資材等の物価
高騰」もしくは「子牛価格下落」の影響
を受け、農林業経営の維持が困難とな
る個人または法人などで、市が認め
た者
融資機関　農業協同組合
資金使途　施設などの補修や更新に
要する経費、購買代金などに充てるた
めの運転資金
融資限度額　最大600万円（農林業所
得が総所得の過半に満たない場合300
万円）
償還期間　5年（うち据置期間1年以
内）
※�個人で150万円を超える貸し付け
の場合は7年以内（うち据置期間1
年以内）です。

貸付利率など　実質無利子（市・県・JA
グループが利子助成）
申込　令和8年3月6日㈮までに融
資機関に申し込み
問 �農政企画課農業経営・水田農業担

当　☎23-7090

広報おおさき　令和7年11月号広報おおさき　令和7年11月号広報おおさき　2025年11月号広報おおさき　2025年11月号 12121313

- INFORMATION - アイコンの説明

大
崎
市
奨
学
資
金
貸
与
事
業
へ
の
寄
付

の
募
集

　
経
済
的
な
理
由
で
就
学
困
難
な
学
生

や
生
徒
に
奨
学
資
金
を
貸
与
す
る
た

め
、寄
付
を
募
集
し
て
い
ま
す
。寄
付
に

よ
り
、税
制
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


